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１．水産基盤整備事業における調査設計業務の特徴 

１.１ 水産基盤整備事業の概要 

水産基盤整備事業は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安

定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、環境の保全・創造を総合的かつ計

画的に推進するものである。また、漁港の維持管理を適正にすることにより、

国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の

振興に資するものである。 

漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和 25 年法律第 137 号）第 6 条の 3

の規定により、令和４年度から令和８年度までの漁港漁場整備長期計画に基づ

き、重点的に取り組むべき以下の３課題について、水産基本計画との密接な連

携のもと、漁港漁場整備が実施されている。 

 

(1) 産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化 

 

(2) 海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の

確保 

 

(3) 「海業」振興と多様な人材の活躍による漁村の魅力と所得の向上 

 

１.２ 水産基盤整備事業における調査設計業務の特徴 

水産基盤整備事業の実施にあたっては、計画、調査、設計、施工の各段階に

おいて、実施箇所の自然環境に対する影響に十分配慮し、可能な限りモニタリ

ングによる影響の把握につとめることで影響の低減に資する漁港漁場施設づ

くりを行う必要がある。 

水産基盤整備事業における調査設計業務は、事業の上流段階に位置するもの

であり、その結果は、自然環境への影響、施設の性能等の品質に大きく影響を

及ぼすものである。 

また、調査設計業務は、地域にとっての経済基盤である自然環境に配慮した

工事を円滑に進捗させるため、事業実施前、実施中、実施後に行われるもので

あり、重要な役割を果たす。 
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水産基盤整備事業で発生する業務例を次に示す。 

 

施設概略設計 

事業計画策定 

事業採択 

プロジェクト発生 

地域の水産業の現状把握 

漁港漁場整備方針検討 

施設配置計画検討 

環境調査 

概略測量 

 

測量等施設設計のための

現地調査 

施設設計 

施工法の検討 

工事積算 

工事発注 

供用開始 

維持管理 

計
画
段
階 

・自然条件調査 

・地域の社会・経済条件調査 

・水産業実態調査 等 

・地域活性化調査 

・圏域内の機能分担調査 

・漁港漁場利用検討調査 等 

・漁港漁場施設配置検討調査 等 

・環境アセスメント調査 

・水生生物調査 

・水質調査 等 

・深浅測量、航空写真測量 等 

・単価調査 

・深浅測量、流況調査、漂砂調査 

・土質調査 等 

・施設設計調査 

・概算工事費検討 等 

・基本設計 

・詳細設計 等 

・施工計画検討 

・工程検討 等 

・現場技術業務 等 

・施設のモニタリング調査 

・海域環境のモニタリング調査 

・生活環境のモニタリング調査 等 

・事業効果調査 等 

・事業効果調査 等 

発生する業務 

設
計
段
階 

工
事
段
階 

維
持
管
理
段

階 
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２．調達方式の概要 

２.１ 定義 

(1) プロポーザル方式 

プロポーザル（技術提案書）の提出を求め、技術的に最適な者を特定する手続で

あり、会計法上は、第 29 条の 3 第 4 項「契約の性質又は目的が競争を許さない」

場合の随意契約となる。 

基本的には、積算基準及び標準歩掛がない非定型業務に適用する。ただし、過去

の実績が多い業務、実施事例に基づき概ね仕様（実施手順・実施手法、予定価格）

の確定が可能な業務等については、適用範囲外とすることができる。 

 

(2) 総合評価方式 

経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、価格及び品質が総合的

に優れた内容の契約（平成 17 年 3 月 31 日 公共工事の品質確保の促進に関する法

律 第 3 条第 2 項）であり、会計法上は、第 29 条の 6 第 2 項に基づく競争（一般

競争入札又は指名競争入札）に付する場合において、価格及びその他の条件が国に

とって最も有利なものをもって申し込みをした者を契約の相手方とする落札者決定

方式である。 

基本的には、積算基準及び標準歩掛があり仕様の確定が可能な業務に適用する。

ただし、上記プロポーザル方式で適用範囲外とされた業務についても適用すること

ができる。 

 

(3) 価格競争方式 

会計法上は、第 29 条の 6 第 1 項に基づく競争（一般競争入札又は指名競争入

札）に付する場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込み

をした者を契約の相手方とする落札者決定方式である。 

標準的な仕様書や基準等に基づく作業で成果が得られる定型的な業務に適用す

る。なお、定型業務、非定型業務については次を参考に判断するものとする。 

 

 
定型業務 
・ 調査項目、調査方法等が指定されており、作業量、所要工期等も明確な業務 
・ 参考となる類似業務があり、それらをベースに応用することが可能な比較的簡

易な業務 
・ 設計条件、計画諸元の設定等が容易で、立地条件や社会条件により業務遂行が

大きく左右されない業務 
非定型業務 
・ 調査項目、調査方法等が未定で、コンサルタントとしての経験から最適な業務

計画、設計手法等を確立して対応することが求められる業務 
・ 比較検討のウエイトが高く、かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要する

大規模かつ重要構造物の設計業務 
・ 文化性、芸術性が特に重視される業務 
・ 先例が少ないか、実験解析、特殊な観測・診断等を要する業務 
・ 委員会運営や関係機関との調整等を要する業務 
・ 計画から設計まで一貫した業務 
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２.２ 調達方式の選定の考え方 

調査・設計の契約に当たっては、調査・設計の内容に照らして技術的な工

夫の余地が小さい場合を除き、プロポーザル方式、総合評価方式（標準型又

は簡易型）のいずれかの方式を選定することを基本とする。 

 

(1) プロポーザル方式 

当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務であっ

て、提出された技術提案に基づいて、仕様を作成する方が最も優れた成果を期待で

きる場合は、プロポーザル方式を選定する。 

プロポーザル方式においては、業務内容に応じて具体的な取り組み方法の提示を

求めるテーマ（特定テーマ）を示し、特定テーマに関する技術提案と当該業務の実

施方針の提出を求め、技術的に最適な者を特定する。 

 

(2) 総合評価方式 

事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、調達価格の

差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる場合は、総

合評価方式を選定する。なお、総合評価方式には標準型及び簡易型を定める。 

＜標準型＞ 

標準型においては、業務内容に応じて、業務の仕様の範囲内で具体的な取り組み

方法の提示を求めるテーマ（評価テーマ）を示し、評価テーマに関する技術提案と

当該業務の実施方針の提出を求め、価格との総合評価を行う。 

なお、評価テーマの数が 1 つの場合は、価格と技術の評価に関する配点の比率を

1：2、2 つ以上の場合は、価格と技術の評価に関する配点の比率を 1：3 とする。 

なお、評価テーマ数が 1 つの場合であっても、当該評価テーマが、当該業務の成

果品や対象とする構造物の築造等の品質確保に大きな影響を及ぼすものについて

は、配点の比率を 1：3 とすることも可能とする。 

＜簡易型＞ 

簡易型においては、評価テーマに関する技術提案を求めず、技術提案として当該

業務の実施方針の提出を求め、価格との総合評価を行う。 

価格と技術の評価に関する配点の比率を原則 1：1 とし、業務の難易度に応じて

限定的に 1：2 を用いることも可能とする。 

 

(3) 価格競争方式 

上記(１)、(２)の方式によらない場合においては、入札参加要件として一定の資

格・実績・成績等を付すことにより品質を確保できる業務は価格競争方式を選定す

る。 
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図-2.1 調査・設計業務等における調達方式を選定する際の基本的な考え方(案) 

 

「漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書」に記載された業務種類を表-2.1

に、それに基づく業務分類イメージを図-2.2 に示す。また、水産土木に特化した業

務分類イメージを図-2.3 に示す。 

 

各調達方式を選定する際の基本的な考え方（案）を次に示す。

①プロポーザル方式
　実施方針＋特定テーマ

②総合評価方式（標準型）

　価格点：技術点の割合　１：２～１：３

　実施方針＋評価テーマ
　　・評価テーマ2つ以上の場合は１：３
　　・評価テーマ1つの場合は１：２

③総合評価方式（簡易型）

　価格点：技術点の割合　１：１※

　実施方針のみ（評価テーマは求めない）
　
　※業務の難易度に応じて１：２も使用可

④価格競争方式
　選定段階で資格・実績・成績を評価

当
該
業
務
（

土
木
コ
ン
サ
ル
・
測
量
・
地
質
調
査
）

①　当該業務の実施方
針と併せて、評価テー
マに関する技術提案を
求めることによって、
品質向上を期待できる
業務

②　当該業務の実施方
針のみで、品質向上を

期待できる業務

２．事前に仕様を確定
可能であるが、入札者
の提示する技術等に
よって、調達価格の差
異に比して、事業の成
果に相当程度の差異が
生ずることが期待でき
る業務

１．当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づ
いて、仕様を作成する方が優れ成果を期待できる業務

３．入札参加要件として、一定の資格・実績・成績等を付
すことにより品質を確保できる業務
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「漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書」に記載された業務種類 

 

 

  

調査内容

深浅測量 基準点測量、簡易検潮等、水深測量

水路測量 基準点測量、簡易検潮等、水深測量、関連調査

汀線測量 基準点測量、水準測量

流況調査 流況観測（観測地点、観測方法）、解析

水質調査 採水・観測（採水時期、採水地点、採水方法）、水質試験、分析

底質調査 採泥・観測（採泥地点、採泥方法）、底質試験、分析

騒音調査 騒音測定（区域、地点）、解析・検討

振動調査 振動測定（区域、地点）、解析・検討

悪臭調査 悪臭調査（区域、地点）、解析・検討

プランクトン調査 採取（調査時期、調査地点、調査方法）、試料の同定・分析、解析・考察

卵・稚仔調査 採取（調査時期、調査地点、調査方法）、試料の同定・分析、解析・考察

底生生物調査 採取（調査時期、調査地点、調査方法）、試料の同定・分析、解析・考察

付着生物調査
採取（調査範囲、調査時期、基質の選択、調査地点、採取方法）、
試料の同定・分析、解析・考察

藻場調査
観察・採取（調査項目、調査時期、調査範囲、調査点、調査測線、調査方
法）、試料の同定・分析、解析・考察

魚介類調査
観察・採取（調査対象種、調査方法、調査時期、調査機器、調査位置、統計調
査）、試料の同定・分析、解析・考察

気象調査 風向・風速観測（観測地点、観測方法）、整理

波浪調査 波高・波向観測（観測項目、観測地点、観測方法）、整理

潮位調査 潮位観測（簡易検潮等、水深測量）、整理

基準点測量、磁気探査（探査場所、探査期間、探査機器、探査方法）、解析

設標、潜水探査（探査場所、探査期間、探査機器、探査方法）、解析

実験（実験場所、実験期間、実験機器、波浪特性、解析方法）、整理・解析

土質調査 ボーリング、サンプリング、原位置試験、検層、土質試験、解析

音波探査 音波探査（計画探査深度、探査間隔）、解析

基本設計 設計計画、設計条件、基礎の検討、設計計算、基本断面算定、図面作成

細部設計
設計計画、外力の算定、配筋計算、
数量計算（概算工事費算出、工事施工計画書作成）、図面作成

実施設計 設計計画、図面作成、数量計算（工事費算出、工事施工計画書作成）

設計等

業務種類

環境生物調査

気象海象調査

土質調査

測量

環境調査

磁気探査

潜水探査

水理模型実験
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業種別発注方式（マトリックス表） 

 
図-2.2 「漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書」に記載された 

業務種類に基づく業務分類イメージ 

 

図-2.3 水産土木に特化した業務分類イメージ 

構想力・応用力

知
識

プロポーザル方式総合評価方式

（標準型）

総合評価方式

（簡易型）

価格競争方式

基本設計

細部設計

環境生物調査

費用効果分析
環境影響評価

実施設計

環境調査

気象海象調査

土質調査

測量

発注者支援業務

磁気探査、潜水探査

構想力・応用力

知
識

プロポーザル方式総合評価方式

（標準型）

総合評価方式

（簡易型）

価格競争方式

衛生管理計画

生息環境調査

魚礁効果把握調査

環境影響調査

漁場整備手法開発

モニタリングシステム開発

環境管理計画

水質保全計画

貧酸素防止対策検討

藻場造成計画

増養殖施設計画
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３．契約手続の実施手順 

３.１ 調達方式別の実施手順 

 
 

（1）プロポーザル方式

累計

日数

累計

日数

注２）簡易公募型に準ずる方式の場合は、7日まで短縮可能。

注３）累計日数の計算において「20日以内」は、便宜上「5～20日」として取り
扱った。

注１）国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第３条第１項に規
定する財務大臣の定める額

政府調達協定対象であっ

て基準価格（注１）以上

の業務

標準的

な日数

標準的

な日数

技術提案書の特定・通知

契約

公募型 簡易公募型

手続き開始の公示

参加表明書の提出

選定通知／提出要請書送付

技術提案書の提出

ヒアリングの実施

10日

10日

10日以内

20日

40日以上

60日

20日以内

（注３）

65日～

80日

80日～

95日

15日程度

10日

（注

10日

20日

40日～

65日

55日～

80日

10日以内

15日～25日

20日以内

（注３）

15日程度

35日～

45日
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（２）総合評価落札方式（標準型）

累計

日数

累計

日数

注２）簡易公募型に準ずる方式の場合は、7日まで短縮可能。

注３）累計日数の計算において「20日以内」は、便宜上「5～20日」として取り
扱った。

注１）国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第３条第１項に規
定する財務大臣の定める額

契約

政府調達協定対象であっ

て基準価格（注１）以上

の業務

公募型 簡易公募型

標準的

な日数

標準的

な日数

手続き開始の公示

参加表明書の提出

指名通知送付

技術提案書の提出

ヒアリングの実施

入札及び開札

10日

10日

10日以内

20日

40日以上

60日

20日以内

（注３）

65日～

80日

10日

（注

10日

20日

40日～

65日

10日以内

15日～25日

20日以内

（注３）

35日～

45日
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（３）総合評価落札方式（簡易型）

累計

日数

累計

日数

注２）簡易公募型に準ずる方式の場合は、7日まで短縮可能。

注３）累計日数の計算において「20日以内」は、便宜上「5～20日」として取り扱っ
た。

注４）簡易型についてはヒアリングを省略できる。

注１）国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第３条第１項に規定す
る財務大臣の定める額

契約

政府調達協定対象であっ

て基準価格（注１）以上

の業務

公募型 簡易公募型

標準的

な日数

標準的

な日数

手続き開始の公示

参加表明書の提出

指名通知送付

技術提案書の提出

ヒアリングの実施 （注４）

入札及び開札

10日

10日以内

20日

20日以内

（注３）

35日～

60日

20日～

50日

20日以内

（注３）

15日～

30日

10日

（注

10日～20日

30日～

40日

5日～10日

5日以上

5日～

10日

15日～

30日



 

11 

 

 

（４）一般競争方式

累計

日数

注1）評価テーマ数や求める技術提案の内容に応じ、25日以上の延長も可とする。

注2）【標準型】は原則ヒアリングを実施、【簡易型】は必要に応じてヒアリングを実施。

注3）累計日数の計算において「25日以内」は便宜上「20～25日」として取り扱った。

契約

標準的

な日数

手続き開始の公示

※総合評価落札方式【標準型】【簡易型】のうち、一般競争入札を適用する場合

申請書及び技術提案書の提出期限

競争参加資格の確認・通知

ヒアリングの実施 （注2）

入札及び開札

25日以内

（注3）

30日～

50日

10～25日

（注1）
10日～

25日
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３．２ 選定業者数 

契 約 方 式 選定対象業者数（原則） 

公募(簡易公募)型指名競争入札 

（プロポーザル方式） 

選定基準を満たす者から５者を選定。 
評価順位５位の者が複数の場合は、同評価の
者全て選定。 

公募(簡易公募)型総合評価落札方式 

（総合評価方式） 

選定基準を満たす者から10者を指名。 
評価順位10位の者が複数の場合は、同評価の
者全て指名。 

公募(簡易公募)型総合評価落札方式 

（価格競争入札） 

選定基準を満たす者から10者を指名。 
評価順位10位の者が複数の場合は、同評価の
者全て指名。 

※ 上記選定者数に満たない場合は、要件を満たすもの全てを選定する。 

※ 業務内容により表内の選定方法に依りがたい場合は、理由を明確にした上で適宜判断

する。 

※ 企業及び技術者の評価において、非選定項目があれば非選定とする。 

 

（５）価格競争入札方式

累計

日数

累計

日数

累計

日数

注１）国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第３条第１項に規定する財務大臣
の定める額

指名

標準的

な日数

参加表明書の提出

指名通知送付

入札及び開札

契約

手続き開始の公示

政府調達協定対象であっ

て基準価格（注１）以上

の業務

公募型 簡易公募型

標準的

な日数

標準的

な日数

10日

10日程度

20日

30日～

55日

10日

40日

60日

10日

10日

10日～

20日

10～20日

5日程度

15～40日

15日
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４.入札参加者に要求される資格、参加表明書及び技術提案書の評価基準 

４．１ 入札参加者に要求される資格 

４．１．１ 予決令及び会計令 

・ 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 98 条にお

いて準用する予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

 

 

４．１．２ 競争参加資格 

・ 農林水産本省における業種区分（※１）に係る（※２）○○年度一般競争（指名競争）

参加資格において「（※３）等級」の認定を受けていること。 

※ １～３には業務の案件ごとに定める入札説明書において定める。 

 

 

４．１．３ 会社更生法 

① 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 255 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官（経理）が別に定める手続

きに基づく一般教唆（指名競争）参加資格の再認定を受けていること。 

② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき

再生手続き開始の申立てがなされている者（上記①の再認定を受けた者を除く。）でな

いこと。 

 

 

４．１．４ 指名停止 

・ 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、水産庁長官から「水産庁建設

工事請負契約指名大使等措置要領」（平成 19 年 9 月 14 日付け 19 水漁第 2012 号）に基

づく指名停止を受けていないこと。 

 

 

４．１．５ 中立・公平性 

・ 社内規則等において、守秘義務の遵守等の規定があること 

※ 他業務や他工事に影響のある情報を扱う業務等について、設定する。 
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４．２ 参加表明書及び技術提案書の評価項目 

・ 参加表明書及び技術提案書の評価項目については、表内の項目から選定する

ものとする。 

・ 技術部門登録は、競争参加資格の業種区分を「建設コンサルタント」で発注

する場合は必須とし、「測量」・「地質調査」で発注する場合は設定しない。 

・ 地域精通度は、業務内容が測量や現地調査の場合に原則設定する。 

 

選定
要件

特定
要件

選定
要件

評価
要件

技術部門登録 ○ － ○ － 建設コンサルタント等当該部門の登録の有無。

業務実績 ◎ － ◎ －

業務成績 ◎ － ◎ －

迅速性 － － － －

自己資本比率 － － － －

瑕疵担保力 － － － －

法令の遵守状況 － － － －

技術者資格 ◎ ◎ ◎ ◎

業務実績 ◎ ◎ ◎ ◎

地域精通度 ○ － ○ － 測量・現地調査を実施する業務の場合に設定する。

業務成績 ◎ ◎ ◎ ◎

当該部門従事期間 － － － －

手持ち業務量 ◎ － ◎ －

CPDの取得状況 － － － －

技術者資格 － ○ － ○

業務実績 － ○ － ○

地域精通度 － － － －

業務成績 － ○ － ○

当該部門従事期間 － － － －

CPDの取得状況 － － － －

技術者資格 － ○ － ○

業務実績 － ○ － ○

地域精通度 － － － －

業務成績 － ○ － ○

当該部門従事期間 － － － －

CPDの取得状況 － － － －

◎ － ◎

－ ◎ － ◎ ヒアリング結果を反映させる。

－ ○ － ○
プロポ及び総合評価(標準型)のみ設定
ヒアリング結果を反映させる。

◎ ◎ ◎ ◎

－ ◎ － ◎

－ ◎ － ◎

－ ◎ － －

※「◎」：標準評価項目、「○」：追加評価項目、「－」：原則設定しない

企業

要 件

プロポーザル方式 総合評価方式

補足・留意事項

事故及び不誠実な行為

参考見積(業務コストの妥当性)

担当技術者は、必要に応じて特定項目に設定する。
(標準的には設定しない)

照査技術者は、照査技術者の配置を義務づける業務を
対象に必要に応じて特定項目に設定する。

管理
技術者

担当
技術者

照査
技術者

実施体制（再委託等）

実施方針

特定(評価)テーマに対する提案

賃上げ実施企業

ワーク・ライフ・バランス等推
進に係る認定の取得状況
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４．２．１ 地域要件の設定 

・ プロポーザル方式は、原則として地域要件（企業の所在地）を設定しない。 

・ Ａ等級（建設コンサルタント等）の業務は、原則として地域要件（企業の所在地）を

設定しない。 

・ 測量、現地調査等を行う業務は、円滑に実施出来ることが品質確保の面から重要であ

るため、地域要件、地域精通度を設定する。 

【地域要件】 ：一定の地域内における「本店」又は「支店又は営業所」の有無 

【地域精通度】 ：一定の地域内における技術者の業務実績の有無（業務内容は問わない） 
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４．２．２ 設計共同体 

(1) 設計共同体の対象業務 

・ 公募型及び簡易公募型におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式で行う業

務に原則設定｡ 

・ ただし、設計共同体によることで業務が必要以上に細分化され非効率となるな

ど、設計共同体の参加を認めることが適当でないものは対象外。 

・ 設計共同体による参加の場合、代表者が同種又は類似業務等を有しなければなら

ない。なお、その構成員は、実施予定の分担業務について、業務実績を有してい

ること。 

・ 設計共同体の構成員及び技術者に対して、業務実績及び業務成績等を付与するも

のとする。 

 

(2) 設計共同体の評価について 

設計共同体の参加表明者における代表者、構成員の評価の考え方は次のとおりと

する。なお、技術者評価については単体企業と同様、管理技術者を評価する。 

 

 

  

代
表
者

構
成
員

代
表
者

構
成
員

代
表
者

構
成
員

技術部門登録
登録部門の建設コンサルタ
ント登録等

－ － ○ － － － 代表者の建設コンサルタント登録等の有無を評価

○○年度以降（当該年度を
除く過去10年ヶ年度）に
完了した同種又は類似業務
等の実績の内容

○ ○ ○ － － －

・代表者の同種又は類似業務等実績を評価（代表者に同種･類似
等実績がない場合は非選定）
・その他構成員については、設計共同体申請時に記載された「分
担業務」の実績を参加要件として設定する。（評価項目とはしな
い）

○○年度以降（当該年度を
除く過去10年ヶ年度）に
完了した業務成績

－ － ○ ○ － － それぞれの構成員の評価の平均

○ ○ ○ ○ － －

下記項目に該当する場合には選定しない。
・再委託の内容が、主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
・設計共同体により業務を実施する際に、下記に該当する場合。
1）業務の分担構成が細分化されすぎた場合、又は一つの分担業
務を複数の構成員が実施することとしている場合。
2）代表者以外のものが管理技術者を配置している場合。
3）各構成員は実施する分担業務に応じて、１名以上の担当技術
者を配置出来ない場合。

－ － ○ ○ ○ ○
構成員のうち１者でも指名停止等の措置を受け、減点対象に該当
すれば合計点満点の10％又は５％を減点する。

－ － － － ○ ○ 代表者又は構成員のいずれか１社の取得状況等を評価する。

－ － － － ○ ○

全構成員の賃上げ実施の表明が確認できなければ加点しない。実
績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場
合、その後の減点措置は当該設計共同体、未達成となった構成員
である企業及び未達成となった企業を構成員に含む設計共同体に
対して行う。

賃上げ実施企業

事故及び不誠実な行為

評価方法評価の項目

参加資格
確認時

選定時
特定時
評価時

成果の確実性

実施体制（再委託等）

ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認
定の取得状況
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４．２．３ 技術部門登録 

・ 建設コンサルタント登録制度に関する部門登録がされているものを評価する。 

評 価 区 分 評価 
評価点 
（配点
の％） 

建設コンサルタント(水産土木部門)の登録あり 
公益法人、独立行政法人、学校教育法に基づく大学又は
同等と認められる機関 

Ａ 100％ 

建設コンサルタント(港湾及び空港部門)の登録あり Ｂ 60％ 

建設コンサルタント(上記部門以外)の登録あり Ｂ’  40％ 

登録なし Ｃ 0％ 

※公益法人及び独立行政法人は寄付行為、定款等に当該業務に該当する事業内容等の記

述がある者に限る。 

 

 

４．２．４ 企業の業務実績 

(1) 同種又は類似業務の業務実績 

・ 「同種業務」とは、当該業務の主たる業種（当該業務の中で金額的に占める割合

が一番多い業種又は、当該業務の中で難易度の高い業種）とする。 

・ 「類似業務」においても、原則設定する。（但し、同種業務でのシミュレーショ

ンにおいて、応募可能者数が20者を超える場合は、同種業務のみの設定でも可。） 

・ 業務実績、技術特性等を考慮し、必要に応じて規模（数量等）を設定することが

出来る。 

 

① 対象業務 

・ 業務実績の対象年数は、当該年度を除く過去10ヵ年度を基本とする。 

・ 同種（類似）業務の業務実績について、発注機関は制限しない。但し、再委託に

よる業務は、実績として認めない。 
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② 評価方法 

・ 評価の対象件数は1件とし、次表のとおり実績に応じて評点を付与する。 

種 別 発注機関 評 価 
評価点 

（配点の％） 

同種業務 制限しない Ａ 100％ 

類似業務 制限しない Ｂ 60％ 

実績なし  Ｃ 非選定 

※ 漁港･漁場における実績が少ないことも想定されることから、当面港湾の実績も認

めるものとする。 

 

 

４．２．５ 企業の業務成績 

・ 平成○○年度以降(当該年度を除く過去 10 ヶ年度)に完了した水産庁発注業務(特定漁

港漁場整備事業関係)の「建設コンサルタント業務」の平均業務成績点に基づき、次

表のとおり評価を行う。 

 

・ 水産庁の業務成績点を有しない企業については、業務成績の基礎点として、同種業務

の実績を有する場合は配点の 1/2、類似業務の実績を有する場合は配点の 3/10 を付

与する。 

 

＜考え方：配点が 20 点満点の場合＞ 

同種業務の配点 ＝（工事に準拠）＝配点（満点）×1/2＝10 点 

類似業務の配点 ＝（業務実績の同種・業務比率に準拠：4：6 ②の評価方法を参照） 

＝ 同種業務の配点×60％ 

＝ 配点（満点）×1/2 ×60％ 

＝ 配点（満点）× 3/10 

＝ 6 点 

 

  

評 価 Ａ Ｃ

評　価　点 20.0 17.8 15.6 13.3 11.1 8.9 6.7 4.4 2.2 0.0

建設コンサルタント
80点
以上

60点以上
65点未満

60点未満
65点以上80点未満は､選定時､
特定時､入札時の配点表参照

非選定

Ａ’ Ｂ Ｂ’
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参加表明書の【選定時】 公募「簡易公募」型（プロポ、総合評価、価格競争） 

 

 

技術提案書の【特定時】公募「簡易公募」型（プロポ）、【入札時】公募「簡易公募」（総合評価） 

 

 

成績点 評価点 評価

80点以上 20.0 Ａ

78点以上80点未満 17.8

76点以上78点未満 15.6

74点以上76点未満 13.3

72点以上74点未満 11.1

70点以上72点未満 8.9

68点以上70点未満 6.7

66点以上68点未満 4.4

65点以上66点未満 2.2

60点以上65点未満 0.0 Ｃ

60点未満 非選定

（満点）20点の場合〈企業〉

Ａ’

Ｂ

Ｂ’

成績点 評価点 評価 成績点 評価点 評価 成績点 評価点 評価

80点以上 20.0 A 80点以上 20.0 A 80点以上 20.0 A

78点以上80点未満 17.8 78点以上80点未満 17.8 78点以上80点未満 17.8

76点以上78点未満 15.6 76点以上78点未満 15.6 76点以上78点未満 15.6

74点以上76点未満 13.3 74点以上76点未満 13.3 74点以上76点未満 13.3

72点以上74点未満 11.1 72点以上74点未満 11.1 72点以上74点未満 11.1

70点以上72点未満 8.9 70点以上72点未満 8.9 70点以上72点未満 8.9

68点以上70点未満 6.7 68点以上70点未満 6.7 68点以上70点未満 6.7

66点以上68点未満 4.4 66点以上68点未満 4.4 66点以上68点未満 4.4

65点以上66点未満 2.2 65点以上66点未満 2.2 65点以上66点未満 2.2

60点以上65点未満 0.0 C 60点以上65点未満 0.0 C 60点以上65点未満 0.0 C

B B B

B' B' B'

（満点）20点の場合
〈総合評価【1：1】〉

（満点）20点の場合
〈総合評価【1：2】〉

（満点）20点の場合
〈プロポ、総合評価【1：3】〉

A' A' A'
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★ ４．２．６から４．２．９の追加評価項目は、公募(簡易公募)型価格競争入札方式のみに

適用とする。 

 

４．２．６ 迅速性(追加評価項目) 

・ 業務遂行にあたって、迅速性が特に求められる場合に適用する。 

・ 技術者数の基本は 5 名とするが、業務内容に応じて適宜設定する。 

評 価 区 分 評 価 
評価点 

（配点の％） 

当該地域内に常駐技術者５名以上 Ａ 100％ 

当該地域内に常駐技術者５名未満 Ｂ 60％ 

※ 当該地域内とは各地方管内とする。 例） 隠岐の島 → 中国地方 

 

 

４．２．７ 自己資本比率(追加評価項目) 

・ 業務規模が大きく、履行保証力を考慮する必要がある場合に適用する。 

・ 自己資本比率は評価区分を基本とするが、業務内容により適宜設定する。 

評 価 区 分 評 価 
評価点 

（配点の％） 

自己資本比率が25％以上 Ａ 100％ 

自己資本比率が10％以上25％未満 Ｂ 60％ 

自己資本比率が10％未満 Ｃ          非選定 
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４．２．８ 瑕疵担保力(追加評価項目) 

・ 設計業務など、瑕疵担保が必要と考えられる場合に適用する。 

・ 保険金額は 5,000 万円を基本とするが、業務内容により適宜設定する。 

評 価 区 分 評 価 
評価点 

（配点の％） 

保険金額が5,000万円以上の賠償責任保険に加入 Ａ 100％ 

保険金額が5,000万円未満の賠償責任保険に加入 Ｂ 60％ 

賠償責任保険に未加入 Ｃ 非選定 

 

 

４．２．９ 遵守性(追加評価項目) 

・ 企業の遵法性を評価すべきであると考えられる場合に適用する。 

・ 年数については２年程度を基本とするが、業務内容により適宜設定する。 

評 価 区 分 評 価 
評価点 
（配点
の％） 

過去に公正取引委員会からの排除措置命令実績なし Ａ 100％ 

過去２年以内に公正取引委員会からの排除措置命令実績

なし 
Ｂ 60％ 

 

 

４．２．10 技術者資格 

・ 配置予定技術者(管理・担当・照査)の技術者資格等を評価する。 

・ 業務の内容を鑑みて、対象とする資格の種類、部門は適宜設定出来る。 

評 価 区 分 評価 
評価点 
（配点
の％） 

技術士(総合技術監理部門(選択科目を「水産土木」)又は
水産部門(選択科目を「水産土木」))、博士(水産関係) 

Ａ 100％ 

技術士(総合技術監理部門(選択科目を「港湾及び空港」)
又は建設部門(選択科目を「港湾及び空港」)) 、水産工
学技士(水産土木部門) 

Ｂ 60％ 

ＲＣＣＭ(「水産土木部門」又は「港湾及び空港部門」) Ｂ’   40％ 
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４．２．11 技術者の業務実績 

(1) 同種又は類似業務の業務実績 

・ 「同種業務」とは、当該業務の主たる業種（当該業務の中で金額的に占める割合

が一番多い業種又は、当該業務の中で難易度の高い業種）とする。 

・ 「類似業務」においても、原則設定する。（但し、同種業務でのシミュレーショ

ンにおいて、応募可能者数が20者を超える場合は、同種業務のみの設定でも

可。） 

・ 業務実績、技術特性等を考慮し、必要に応じて規模（数量等）を設定することが

出来る。 

 

① 対象業務 

・ 業務実績の対象年数は、当該年度を除く過去10ヵ年度を基本とする。 

・ 同種（類似）業務の業務実績について、発注機関は制限しない。但し、再委託

による業務は、実績として認めない。 

 

② 評価方法 

・ 評価の対象件数は1件とし、次表のとおり実績に応じて評点を付与する。 

種 別 発注機関 評 価 
評価点 

（配点の％） 

同種業務 制限しない Ａ 100％ 

類似業務 制限しない Ｂ 60％ 

実績なし  Ｃ 非選定 

※ 漁港･漁場における実績が少ないことも想定されることから、当面港湾の実績も認

めるものとする。 

 

４．２．12 技術者の業務成績 

・ 平成○○年度以降(当該年度を除く過去 10 ヶ年度)に完了した水産庁発注業務(特定漁

港漁場整備事業関係)の「建設コンサルタント業務」の平均技術者成績点に基づき、

次表のとおり評価を行う。 

 
・ 水産庁の業務成績点を有しない技術者(担当技術者の場合も含む)については、業務成

績の基礎点として、同種業務の実績を有する場合は配点の 1/2、類似業務の実績を有

する場合は配点の 3/10 を付与する。 

 

評 価 Ａ Ｃ 非選定

建設コンサルタント
80点
以上

60点以上
65点未満

60点未満
65点以上80点未満は､選定時､
特定時､入札時の配点表参照

Ａ’ Ｂ Ｂ’
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＜考え方：配点が 20 点満点の場合＞ 

同種業務の配点 ＝（工事に準拠）＝配点（満点）×1/2＝10 点 

類似業務の配点 ＝（業務実績の同種・業務比率に準拠：4：6 ②の評価方法を参照） 

＝ 同種業務の配点×60％ 

＝ 配点（満点）×1/2 ×60％ 

＝ 配点（満点）× 3/10 

＝ 6 点 

 

参加表明書の【選定時】 公募「簡易公募」型（プロポ、総合評価、価格競争） 

 

 

【特定時】公募「簡易公募」型（プロポ）、【入札時】公募「簡易公募」（総合評価） 

 

成績点 評価点 評価

80点以上 20.0 Ａ

78点以上80点未満 17.8

76点以上78点未満 15.6

74点以上76点未満 13.3

72点以上74点未満 11.1

70点以上72点未満 8.9

68点以上70点未満 6.7

66点以上68点未満 4.4

65点以上66点未満 2.2

60点以上65点未満 0.0 Ｃ

60点未満

Ｂ’

非選定

（満点）20点の場合〈技術者〉

Ａ’

Ｂ

成績点 評価点 評価 成績点 評価点 評価 成績点 評価点 評価

80点以上 40.0 A 80点以上 27.0 A 80点以上 20.0 A

78点以上80点未満 35.6 78点以上80点未満 24.0 78点以上80点未満 17.8

76点以上78点未満 31.2 76点以上78点未満 21.1 76点以上78点未満 15.6

74点以上76点未満 26.6 74点以上76点未満 18.0 74点以上76点未満 13.3

72点以上74点未満 22.2 72点以上74点未満 15.0 72点以上74点未満 11.1

70点以上72点未満 17.8 70点以上72点未満 12.0 70点以上72点未満 8.9

68点以上70点未満 13.4 68点以上70点未満 9.0 68点以上70点未満 6.7

66点以上68点未満 8.8 66点以上68点未満 5.9 66点以上68点未満 4.4

65点以上66点未満 4.4 65点以上66点未満 3.0 65点以上66点未満 2.2

60点以上65点未満
又は実績なし

0.0 C
60点以上65点未満

又は実績なし
0.0 C

60点以上65点未満
又は実績なし

0.0 C

60点未満 60点未満 60点未満

（満点）40点の場合
〈総合評価【1：1】〉

（満点）27点の場合
〈総合評価【1：2】〉

（満点）20点の場合
〈プロポ、総合評価【1：3】〉

非選定 非選定 非選定

A'

B

B'

A'

B

B'

A'

B

B'
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４．２．13 地域精通度 

・ 業務対象地域特性に対する精通度が、業務成果の品質に大きな影響を及ぼす場合に適

用する。 

・ 「測量･調査」による発注の場合は、現地調査が伴うため設定する。（コンサルタント

等業務においては原則として設定しない） 

 

① 対象業務 

・ 平成○○年度以降（当該年度を除く過去10ヶ年度）に完了した当該地域におけ

る業務とする。なお、当該業務は国又は地方公共団体が発注した業務に限る。

また、管理技術者又は担当技術者として従事した業務に限る。 

 

② 評価方法 

・ 評価の対象件数は1件とし、次表のとおり当該地域での業務実績で評価する。 

評 価 区 分 評 価 
評価点 

（配点の％） 

当該地域における業務実績あり Ａ 100％ 

実績なし Ｃ 0％ 

※ 当該地域は業務内容に応じて適宜設定するものとする。  

 

 

４．２．１４ 手持ち業務量 

・ 配置予定管理技術者の全ての手持ち業務について、下表に該当する場合は選定しな

い。 

評 価 区 分 評  価 

配置予定管理技術者の手持ち業務件数が10件以上 非選定 

配置予定管理技術者の手持ち業務の総額が4億円以上 非選定 

 

 

 

４．３ 業務実施体制（再委託等） 

当局が指定する業務の主たる部分について、再委託する場合は選定しな

い。 
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４．４ 事故及び不誠実な行為による措置 

・ 当該業務の「申請書及び資料」の提出期限が、下表に示す減点対象期間に該

当する場合に技術評価点の減点を行う。 

 

措置内容 減点対象期間 減 点 

農林水産省による「指名停止」 
指名停止期間終了の翌
日から1ヶ月間 

技術評価点 
満点の10％を減点 

農林水産省による「書面による警
告・注意」 

通知日を含む1ヶ月間 
技術評価点 
満点の5％を減点 

当該県、当該市町村による「指名
停止」 

指名停止の期間 
技術評価点 
満点の10％を減点 

当該県、当該市町村による「書面
による警告・注意」 

通知日を含む1ヶ月間 
技術評価点 
満点の5％を減点 

※ 設計共同体の場合は、構成員のうち1者でも指名停止等の措置を受け、減点対象に該

当すれば減点措置を行う。 

※ 各県の措置については、各県が自ら発注した業務に関わる措置のみ対象とし、各県発

注業務に関係しない「指名停止」等の措置については対象外とする。 

 

 

 

  

公告日 提出期限 開札

「申請書及び資料」の提出期限
日が、減点対象期間に係ってい
る場合。

　　競争参加資格　：　有り
　　減点措置　　　　：　有り

公告日

「申請書及び資料」の提出期限
日から開札までの期間に指名停
止期間が重複する場合。

　　競争参加資格　：　無し

開札

提出期限

提出期限

公告日

公告日

提出期限

提出期限

開札

開札

「申請書及び資料」の提出期限
日が、減点対象期間を過ぎてい
る場合。

指名停止期間

公告日

減点対象期間（１ヶ月）

提出期限

　　競争参加資格　：　有り
　　減点措置　　　　：　無し

開札

開札

開札

公告日

公告日

提出期限
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４．５ ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況 

・ ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定を受けた

企業その他これに準ずる企業（ワーク・ライフ・バランス等推進企業）を評

価する。 

 

評 価 基 準 評  価 

 

次に掲げるいずれかの認定等を受けている。 

・ 女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし・プラチナえる

ぼし認定企業等）(※１) 

・ 次世代法に基づく認定（くるみん・プラチナくるみん・ト

ライくるみん認定企業）(※２) 

・ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）(※

３) 

 

Ａ評価 

（3.0 点） 

いずれの認定等も受けていない 
- 評価 

（0.0 点） 

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）に基

づく基準に適合するものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準を満

たすものに限る。）又は同法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了

していないものに限る。）を策定している企業（常時雇用する労働者の数が 100 人

以下のものに限る。）をいう。 

※２ 次世代法育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 13 条又は第 15 条の２

に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 

※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）第 15 条に基づく基

準に適合するものと認定された企業をいう。 

※４ 共同企業体(特定・経常 JV)の場合は、代表者又は構成員のいずれか 1 社の取得状

況等を評価する。 
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４．６ 賃上げを実施する企業等に対する加点措置 

・ 賃上げを実施する企業に対して、以下のとおり技術評価点への加点を行う

（技術評価点配点合計の３％以上の整数となる配点を、技術評価の得点に加

点）。また、本取組における減点措置対象者においては、以下のとおり技術

評価点より減点を行う。 

 

評 価 区 分 評 価 

契約を行う予定の年の４月以降に開始する入札者の最初の事
業年度または契約を行う予定の暦年において、対前年度また
は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上
増加させる旨、従業員に表明していること 【大企業】 

技術評価点に 
８点を加点 

契約を行う予定の年の４月以降に開始する入札者の最初の事
業年度または契約を行う予定の暦年において、対前年度また
は前年比で給与総額又は給与等受給者一人当たりの平均受給
額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること 
【中小企業等】 

本取組における減点措置対象者 技術評価点よ
り９点を減点 

※ 中小企業等とは、法人税法第66条第２項又は第３項に該当する者のことをいう。ただ

し、同条第６項に該当するものは除く。大企業はそれ以外の者のことをいう。 

※ 本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率

の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、契約担当官等

が確認を行う。その際、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ

基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又

は確認書類等が提出されない場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始

の日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術評価点満点か

ら、本取組による加点より大きな割合の減点（１点大きな減点）を行う。 
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５．プロポーザル方式及び総合評価落札方式の審査・評価における配点の考え方 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式の審査・評価における配点の考え方は

以下のとおりとする。 

 

５．１ 配点の基本的考え方 

・ 参加表明者(企業)や配置予定技術者の「成績」よりも「資格・実績等」の配

点割合を高くする。なお、同一項目内でのウェイトの移動は可能とする。た

だし、「成績」を重視しすぎることにより企業の新規参入や若手技術者の起

用を阻害しないよう配慮する。 

・ 参加表明者（企業）と予定技術者の配点割合は同じとする。 

・ 実施方針、評価テーマに関する技術提案を重視（技術提案に対する配点合計

の 50％以上）する。 

・ 総合評価落札方式において賃上げを実施する企業等へ加点を行う場合は、特

定・入札段階において行う（技術評価点配点合計の３%以上の整数を加点）。 

 

 

５．２ 選定・指名段階における配点 

・ プロポーザル方式及び総合評価落札方式の選定・指名段階における参加表明

者（企業）の「資格・実績等」「成績・表彰」及び予定技術者の「資格・実

績等」「成績・表彰」に対する評価のウェイトは、下表のとおりとする。 

評価項目 

参加表明者（企業） 予定技術者 

資格・実績等 成績 資格・実績等 成績 

評価のウェイト 40% 10% 40% 10% 

 

 

５．３ 特定・入札段階における配点 

 

(1) プロポーザル方式 

・ 配置予定技術者の「資格・実績等」「成績」及び「実施方針」「評価テーマに対する

技術提案」に対する評価のウェイトは、下表のとおりとする。 

評価項目 

予定技術者 技術提案等 

資格・実績等 成績 実施方針 
評価テーマに 

対する技術提案 

評価のウェイト 15% 10% 25% 50% 
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(2) 総合評価落札方式 

・ 配置予定技術者の「資格・実績等」「成績」及び「実施方針」「評価テーマに対する

技術提案」「ＷＬＢ(※)等推進認定への加点」「賃上げを実施する企業等への加点」に

対する評価のウェイトは、下表のとおりとする。 

※ ＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス） 

評価項目 

予定技術者 技術提案等 ＷＬＢ 
等推進 
認定 

への加点 

賃上げを 
実施する 
企業等 

への加点 
資格・ 

実績等 
成績 

実施 

方針 

評価テーマ 
に対する 
技術提案 

評価

の 

ウェ

イト 

１：３ 

の場合 
14.2% 9.5% 14.2% 56.9% 

1.4% 3.8% 
１：２ 

の場合 
19.0% 12.6% 21.1% 42.1% 

１：１ 

の場合 
28.4% 19.0% 47.4% － 

 

下図にこれらを踏まえた配点のイメージを示す。 

 

 

［総合評価方式（１：１の場合）］の特定段階
技術点　１価格点　１

［プロポーザル方式］，［総合評価落札方式］の選定段階

［プロポーザル方式］の特定段階

［総合評価方式（１：３の場合）］の特定段階

［総合評価方式（１：２の場合）］の特定段階

参加表明書（企業）の資格・実績等
［40%］

参加表明者（企業）
の成績
［10%］

配置予定技術者の資格・実績等
［40%］

配置予定技術者の
資格・実績等
［15.0%］

配置予定技術者の
成績・表彰
［10.0%］

実施方針
［25.0%］

評価テーマ
［50.0%］

賃上げ
[3.8%]

Ｗ
Ｌ
Ｂ

(

*

)

配置予定技術者の
資格・実績等
［28.4%］

配置予定技術者の
成績・表彰
［19.0%］

実施方針
［47.4%］価　　格　　点

※ ＊ ＷＬＢ［1.4%］表示のパーセンテージは、技術点の中でのウェイト。

配置予定技術者の
資格・実績等
［14.2%］

価　　格　　点

賃上げ
[3.8%]

価格点　１ 技術点　３

実施方針
［21.1%］

配置予定技術者
の

成績・表彰
［12.6%］

配置予定技術者の
資格・実績等
［19.0%］

価　　格　　点

価格点　１ 技術点　２

評価テーマ（２テーマ）
［56.9%］

実施方針
［14.2%］

配置予定技術
者

の成績・表彰
［9.5%］

配置予定技術者
の成績
［10%］

賃上げ
[3.8%]

Ｗ
Ｌ
Ｂ

(

*

)

Ｗ
Ｌ
Ｂ

(

*

)

評価テーマ（１テーマ）
［42.1%］
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６．プロポーザル方式及び総合評価落札方式の技術提案書の審査・評価における留意点 

６．１ 共通事項 

・ 評価は配点表の点数を満点として配点し、以下のとおりそれぞれ配点する。 

Ａ：満点の 100％ Ａ’：80％ Ｂ：60％ Ｂ’：40％ Ｃ：0％ 

非特定：特定しない 

※ 非特定があるものは特定しない。この場合説明書等に非特定とする場合の

基準を明記すること。 

・ プロポーザル方式については、技術者評価、実施方針及び特定テーマにおけ

る合計点が最高となった者を特定することを原則とする。 

 

６．２ 特定テーマ及び評価テーマ 

・ 特定テーマ及び評価テーマ数は下表のとおり。 

契 約 方 式 比  率 設定テーマ数 

プロポーザル方式 － 2 テーマ 

総合評価落札方式 

標準型 1：3 2 テーマ 

標準型 1：2 1 テーマ 

簡易型 なし 

 

６．３ ヒアリング 

・ ヒアリング対象者は配置予定管理技術者とする。 

・ ヒアリングは提出された技術提案書の記載内容(経歴、業務実績、実施方

針、評価テーマに関する技術提案内容)を確認するものであり、ヒアリング

時に配置予定技術者が発言した新たな提案は評価対象外とする。 

・ ヒアリングを行った結果、配置予定管理技術者が記載内容を把握していな

い、又は質問に対して明確な回答がない等の場合は評価に適切に反映するこ

と。 

・ 簡易型(1：1)についてはヒアリングを省略する。 

・ 標準型(1：2)については、業務内容(定型的な要素が多い業務、マニュアル

に沿った業務、現場条件が特殊でない業務等)に応じてヒアリングを省略す

ることが出来る。 

 

６．４ 評価点の算出 

・ 評価は、「Ａ：特に優れている」「Ａ’：優れている」「Ｂ：普通」「Ｂ’：や

や劣る」「Ｃ：評価に値しない」の５段階で評価する。 

・ 評価に当っては３名の評価者により個別に評価を行い、その評価結果を同じ

３名で協議のうえ最終評価を決定する。 
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※ 技術点を算出するための基準（例） 

・ 業務の実施方針・業務フロー・工程計画 【評価のウェイト（〇〇％）】 

評価の着目点 評価 

Ａ Ａ` Ｂ Ｂ` Ｃ 

業務の理解度 目的、条件内

容の理解度が

特に高い 

（100％） 

目的、条件内

容の理解度が

高い 

（80％） 

普通 

 

 

（60％） 

目的、条件内

容の理解度が

低い 

（40％） 

目的、条件内容

の理解度が著し

く低い 

（０％） 

業務の 

実施手順 

実施 

フロー 

業務実施手順

を示す実施フ

ローの妥当性

が特に高い 

（100％） 

業務実施手順

を示す実施フ

ローの妥当性

が高い 

（80％） 

普通 

 

 

 

（60％） 

業務実施手順

を示す実施フ

ローの妥当性

が低い 

（40％） 

業務実施手順を

示す実施フロー

の妥当性が著し

く低い 

（０％） 

工程 

計画 

業務量の把握

状況が示す工

程計画の妥当

性が特に高い 

（100％） 

業務量の把握

状況が示す工

程計画の妥当

性が高い 

（80％） 

普通 

 

 

 

（60％） 

業務量の把握

状況が示す工

程計画の妥当

性が低い 

（40％） 

業務量の把握状

況が示す工程計

画の妥当性が著

しく低い 

（０％） 

 

・ 評価テーマに対する技術提案の評価基準 【評価のウェイト（〇〇％）】 

評価テーマ【○○○○○〇○〇○○における留意事項】 

評価の着目点 評価 

Ａ Ａ` Ｂ Ｂ` Ｃ 

的

確

性 

与 条 件 と の 整

合性 

与条件との整合

性が特に高い 

（100％） 

与条件との整合

性が高い 

（80％） 

普通 

 

（60％） 

与条件との整合

性が悪い 

（40％） 

与条件との整合

性が著しく悪い 

（０％） 

必 要 な キ ー ワ

ード（着眼点、

問題点、解決方

法等）の網羅 

必要なキーワー

ドが全て網羅さ

れている 

（100％） 

必要なキーワー

ドが概ね網羅さ

れている 

（80％） 

普通 

 

 

（60％） 

必要なキーワー

ドがほとんど見

あたらない 

（40％） 

必要なキーワー

ドが全く見あた

らない 

（０％） 

実

現

性 

説得力 提案内容に十分

な説得力がある 

（100％） 

提案内容に説得

力がある 

（80％） 

普通 

 

（60％） 

提案内容の説得

力があまりない 

（40％） 

提案内容の説得

力が不十分 

（０％） 

提 案 内 容 の 裏

付け 

裏付けとなる類

似実績等が全て

明示されている 

（100％） 

裏付けとなる類

似実績等が明示

されている 

（80％） 

普通 

 

 

（60％） 

裏付けとなる類

似実績等が不足

している 

（40％） 

裏付けとなる類

似実績等が明示

されていない 

（０％） 
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７．履行体制確認型総合評価落札方式について 

７．１ 履行体制確認型の導入 

履行体制確認型総合評価落札方式は、品質確保対策として実施するもの

で、入札説明書等に記載された業務内容に加え、入札者が行った技術提案に

ついて確実に履行が出来るかどうかを確認･審査するものである。 

対象業務は「技術提案の履行確実性」を評価する旨を手続き開始の公示及

び入札説明書において明記する。 

予定価格が 1,000 万円を超える総合評価落札方式による業務に適用する。 

 

７．２ 履行確実性の審査と評価 

(1) 技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、原則として予算決算

及び会計令第 85 条に基づく調査基準価格に満たない価格で入札した者に

対して、開札後速やかに追加資料を求め、ヒアリング等による審査を行

う。 

・ 予定価格超過の者については、追加資料提出及びヒアリングを実施しない。 

・ 調査基準価格以上の者については、原則追加資料提出及びヒアリングを実施しな

い。 

・ 調査基準価格未満の者については、追加資料提出及びヒアリングを実施する。 

 

(2) 審査項目 

① 業務内容に対応した費用が計上されているか。 

② 配置予定技術者(照査予定技術者を除く)に適正な報酬が支払われることになってい

るか。 

③ 品質管理体制が確保されているか。 

④ 再委託先への支払いは適正か。 

 

 

 

  

○or×

○or×

○or×

○or×④再委託先への支払いは適正か。

③品質管理体制が確保されているか。

②配置予定技術者に適正な報酬が支払われ
ることになっているか。

①業務内容に対応した費用が計上されてい
るか。

直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等
が必要額を確保しているか。

配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保され
ているか。
配置予定技術者の人工が適正であるか。

照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保され
ているか。
照査予定技術者の人工は適正であるか。

再委託業務内容を再委託先が確認しているか。

審査項目 審査内容

技
術
提
案
の
履
行
確
実
性
評
価

（
調
査
基
準
価
格
に
満
た
な
い
者
）

判定
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(3) 評価の考え方 

【調査基準価格以上】 

調査基準価格以上の価格で申し込みを行った場合は、契約の内容に適合して履行さ

れると考えられることから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされない

具体的な事情がない限り、履行確実性の評価を「Ａ」とし、履行確実性度を「1.0」

として評価する。 

 

【調査基準価格未満】 

調査基準価格未満の価格で申し込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を

含め、契約の内容に適合して履行されないおそれがあることから、提出された資料等

を精査した上で履行確実性度を算定し、これを技術提案評価点に乗じて評価する。評

価は審査項目の①～④の審査項目に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に

応じて下表の「○」とした項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与す

る。 

 

「○」とした項目数 評価 履行確実性度 

４ Ａ 1.0 

３ Ｂ 0.75 

２ Ｃ 0.5 

１ Ｄ 0.25 

０ Ｅ 0.0 
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７．３ 追加資料の様式 

追加資料は下表のとおりとし、提出期限までに資料を提出しない、ヒアリ

ングに応じないなどの場合は当該者の入札を無効とすることが出来る。 

 

 

  

様式番号 名 称
低入札価格

調査に用いる
様式

「履行確実性」
の評価に用いる

様式

様式 1 当該価格により入札した理由 ○ ○

様式 2 入札価格の内訳書 ○ ○

様式 2 入札価格の内訳書の明細書 ○ ○

様式 2-1 一般管理費等内訳書 － ◎

様式 3 当該契約の履行体制 ○ ○

様式 4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況 ○ ○

様式 4-1 手持ち業務の人工 － ◎

様式 5 配置予定技術者名簿 ○ ○

様式 5-1 直接人件費内訳書 － ◎

様式 6 手持ち機械等の状況（測量・地質調査業務に限る） ○ ○

様式 7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者 ○ ○

－ 再委託先からの見積書（再委託先の押印があるもの） － ◎

－
過去3ヶ月分の給与支払額が確認出来る給与明細書、賃金台帳の写し及び過去
3ヶ月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認出来る書面の写し

－ ◎

－
その他ヒアリング時において入札者が明確な説明･証明を行うために必要と判
断する資料（任意）

－ ◎

「○」低入札価格調査で用いる様式、「◎」履行確実性の評価に用いる様式で追加様式
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７．４ 技術評価点の算出 

履行確実性評価後の技術評価点については、以下の算出式による。 

 

「技術評価点」＝ （配置予定技術者の経験･能力（※1）） 

＋（賃上げ実施企業等への加点） 

＋（履行確実性評価前の技術提案評価点（※2）） 

× α（履行確実性度） 

（※1） 「配置予定技術者の経験・能力」→ 配置予定技術者の

資格・業務実績・成績等 

（※2） 「技術提案評価点」→ 実施方針、評価テーマに対する

技術提案に与えられる評価点 

 

 

７．５ 技術提案書の不履行に対する対応 

(1) 受注者の責により実施されなかった場合は、契約書に基づき修補の請求又は修補に

代え若しくは修補とともに、損害賠償の請求を行うことが出来る。また、業務成績

表の減点対象とする。 

 

(2) さらに、調査基準価格に満たない者が受注した場合には、業務完了後に履行確実性

の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、履行確

実性評価の達成状況を確認し、その結果を業務成績評価において十分反映する。 

① 業務に対応した費用、配置予定技術者への報酬及び品質管理体制において審査

時に比較して正当な理由がなく、必要額を下回っていないか。 

② 再委託先への支払において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下

回っていないか。 

③ その他、「打ち合わせ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する

問題が生じていないか。 

④ 業務成果品のミス、不備等 

・ 「業務執行上の過失（業務実施体制に問題があった）」は 3 点減点 

算出イメージ図

履行確実性
評価前

履行確実性
評価後

技術評価点

②　評価テーマに対する
技術提案

技術提案評価点

技術提案評価点

①×α ②×α

配置予定技術者の経験・能力

配置予定技術者の経験・能力

①　実施方針

賃上げを表明した企業等への加点

賃上げを表明した企業等への加点
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・ 「業務管理能力」や「成果品の品質」等において、評定基準に基づき厳格に反映す

るなど厳しく評価する。 

 

 

 

８．総合評価落札方式における落札者決定方法について 

８．１ 落札者の決定方法 

入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、評価値の最も高い者

を落札者とする。 

 

 

８．２ 評価値の算出方法 

評価値 ＝ ①価格評価点 ＋ ②技術評価点 

① 価格評価点 ＝ 価格評価点の配分点 ×（1－入札価格／予定価格） 

② 技術評価点 ＝ 技術評価点の得点合計 ／ 技術評価の配点合計 

 

 

８．３ 価格評価点と技術評価点の設定 

技術評価点の満点は 60 点に固定し、価格評価点の満点を評価値配点割合に

応じ 20 点、30 点、60 点の何れかで決定する。以下に価格点と技術点の比率

に応じた価格評価点を示す。 

総合評価 

タイプ 

ウェイト 評価点の配分 

価格評価点：技術評価点 価格評価点 技術評価点 

標準型 
1  ：  3 20 60 

1  ：  2 30 60 

簡易型 1  ：  1 60 60 
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(1) 評価値の算出例 

【価格評価点と技術評価点の配分＝1：2の場合】 

（価格評価点の配分点 30点：技術評価点の配分点 60点） 

 

例）予定価格：1,150万円、入札価格：800万円、技術評価の得点150.6点 

◎ 価格評価点 ＝ 価格評価点の配分点 × （1－入札価格／予定価格） 

＝ 30点×（1－800万円／1,150万円） 

＝ 9.1304点 （小数3位止め 4位四捨五入） 

 

○ 技術評価の得点（満点＝211点） 

Ⅰ．予定技術者の経験及び能力 75.6点 ❶ 

Ⅱ．実施方針等 24.0点 ❷ 

Ⅲ．評価テーマに対する技術提案 51.0点 ❸ 

Ⅳ．技術提案の履行確実性(※１) （履行確実性度 0.25）❹ 

Ⅴ．ＷＬＢ(※２)等推進に係る認定取得への加点  3.0点 ❺ 

Ⅵ. 賃上げの実施を表明した企業等への加点  8.0点 ❻ 

※１ 履行体制確認型以外の業務は、Ⅳに関する計算は行わない。 

※２ ＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス） 

 

◎ 技術評価点 ＝ 技術評価点の配分点 ×（技術評価の得点合計／ 

  技術評価の満点） 

技術評価の得点合計 ＝（Ⅰに係る評価点）＋（Ⅴに係る評価点）＋（Ⅵに係る 

  評価点）＋（(技術提案評価点）×（Ⅳの評価に基づく 

  履行確実性度)） 

技術提案評価点 ＝（Ⅱに係る評価点）＋（Ⅲに係る評価点） 

＝ ❷ 24点 ＋ ❸ 51点 

＝ 75点 ❼ 

 

技術評価の得点合計 ＝ ❶ 75.6点＋➎ 3点＋❻ 8点＋（❼ 75点×❹ 0.25） 

＝ 109.35点 ❽ 

技術評価点 ＝ 60点 ×（❽ 109.35点／211点） 

＝ 31.095点（少数4位四捨五入，少数3位止め） 

 

◎評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点 

＝ 09.130点 ＋ 31.095点 

＝ 40.225点 
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９．履行確実性について 

９．１ 調査基準価格 

調査基準価格は次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価

格算出の基礎価格となった①から④までに掲げる額の合計額に 100 分の 110

を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合（少数点以下第 7 位を四捨五

入）に、予定価格を乗じて得た額とする。 

ただし、測量及び地質調査を除く契約にあっては、その額が予定価格に 10

分の 8 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 8 を乗じて

得た額とし、10 分の 6 を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に

10 分の 6 を乗じて得た額とし、測量の業務に係る契約にあってはその額が予

定価格に 10 分の 8.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に 10

分の 8.2 を乗じて得た額とし、10 分の 6 を乗じて得た額に満たない場合にあ

っては予定価格に 10 分の 6 を乗じて得た額とし、地質調査業務に係る契約に

ついては、その額が予定価格に 10 分の 8.5 を乗じて得た額を超える場合にあ

っては予定価格に 10 分の 8.5 を乗じて得た額とし、3 分の 2 を乗じて得た額

に満たない場合にあっては予定価格に 3 分の 2 を乗じて得た額とする。 

測量業務の①及び②の額に諸経費が含まれる場合、当該諸経費の額は③の

額に含まない。また、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設

コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係建設コンサルタント業務の

①、②、③の額に諸経費が含まれる場合、当該諸経費の額は④の額に含まな

い。 

業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 

諸経費の額に10分

の4.8を乗じて得

た額 

－ 

建築関係の建設コ

ンサルタント業務 
直接人件費の額 直接経費の額 

技術料等経費の額

に10分の6を乗じ

て得た額 

諸経費の額に10分

の6を乗じて得た

額 

土木関係の建設コ

ンサルタント業務 
直接人件費の額 直接経費の額 

その他原価の額に

10分の9を乗じて

得た額 

一般管理費等の額

に10分の4.8を乗

じて得た額 

地質調査業務 直接調査費の額 

間接調査費の額に

10分の9を乗じて

得た額 

解析等調査業務の

額に10分の8を乗

じて得た額 

諸経費の額に10分

の4.8を乗じて得

た額 

補償関係建設コン

サルタント業務 
直接人件費の額 直接経費の額 

その他原価の額に

10分の9を乗じて

得た額 

一般管理費の額に

10分の4.5を乗じ

て得た額 
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※低入札発生時の対応フロー 

 

低入札価格調査の実施 

・提出資料等の審査 

・ヒアリングの実施 

・関係機関への照会 等 

入札執行 

開札 

落札決定を保留 

適合した履行が可能 適合した履行がされない 

恐れがある 

落札決定 

契約締結 

次順位者に落札決定 
※ 次順位者が調査基準価格を下回

る入札者であった場合には、同様

の低入札価格調査を実施。 

次順位者と契約締結 

調査基準価格 
による審査 

調査基準価格を 

下回った場合 

落札候補者 

調査基準価格以上 

落札決定 

契約締結 

履行可否 
の審査 

資料・追加資料等

の提出 
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10．その他の留意事項 

10.１ 評価内容の担保 

総合評価方式（標準型及び簡易型）において、契約の相手方として落札決

定を受けた者が行った実施方針、評価テーマに係る技術提案の内容を、適切

に契約条件として反映するものとする。 

 

(1) 契約書における明記 

総合評価方式で落札者を決定した場合は、落札者決定に反映された技術提案につい

て、発注者と落札者の責任の分担とその内容を契約上明らかにするとともに、その履

行を確保するための措置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決めてお

くものとする。 

契約書に記載し履行を確保する内容には、標準レベルの提案内容ととらえて加点を

行わなかった内容も含めるものとする。 

 

(2) 評価内容の担保 

契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合

は、契約書に基づき修補の請求、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償の

請求を行うことができる。また、業務成績評定の減点対象とする。 

 

 

10.２ 情報公開 

手続の透明性・公平性を確保するため、選定・入札の評価に関する基準、

落札者の決定方法については、あらかじめ入札説明書等において明らかにす

る。 

また、技術提案提出者や入札者の提出内容に対する技術評価点について記

録し、総合評価方式においては契約後、速やかに公表する。 

 

(1) 手続開始時 

総合評価方式の適用業務では、入札説明書等において以下の事項を明記する。 

1) 総合評価方式の適用の旨 

2) 指名されるために必要な要件 

・ 入札参加者に要求される資格 

・ 参加表明書の提出者の資格要件 

・ 配置予定技術者に関する資格要件 

・ 入札参加者を選定するための評価基準 

3) 総合評価に関する事項 

・ 落札者の決定方法 

・ 総合評価の方法 
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(2) 落札者決定後 

総合評価方式を適用した業務において落札者を決定した場合は、契約後速やかに以

下の事項を公表する。公表する様式は、様式１とする。 

1) 落札した業者名 

2) 各業者の入札価格 

3) 各業者の価格評価点 

4) 各業者の技術評価点 

※ 「予定技術者の経験及び能力」、「業務の実施方針・業務フロー」「評価テ

ーマに対する技術提案」の３項目（簡易型の場合は「評価テーマに対する技

術提案」を除く２項目）それぞれの小計及び合計点を公表（様式２） 

5) 各業者の評価値 

 

(3) 苦情及び説明要求等の対応 

総合評価の審査結果については、入札者の苦情等に適切に対応できるように評価項

目ごとに評価の結果及びその理由を記録しておく。 
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